
  

長野県地方税滞納整理機構規約 

 

平成 22 年 12 月 27 日総行市第 253 号 

 

（広域連合の名称） 

第１条 この広域連合は、長野県地方税滞納整理機構（以下「広域連合」という。）と

いう。 

（広域連合を組織する地方公共団体） 

第２条 広域連合は、長野県及び長野県内の全市町村（以下「構成団体」という。）を

もって組織する。 

（広域連合の区域） 

第３条 広域連合の区域は、長野県の区域とする。 

（広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。 

(1) 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定に基づき構成団体が賦課した地方税

及び国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）に基づき市町村が保険者として賦

課した国民健康保険料に係る滞納事案のうち、構成団体が広域連合への移管の手

続を行った事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務 

(2) 構成団体の職員に対する徴収業務に関する研修事務 

(3) 徴収業務に関する構成団体からの相談に係る事務 

（広域連合の作成する広域計画の項目） 

第５条 広域連合が作成する広域計画（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 284 条

第３項の広域計画をいう。以下同じ。）には、次に掲げる項目について記載するもの

とする。 

(1) 地方税及び国民健康保険料の滞納整理事務に関連して広域連合及び構成団体が

行う事務に関すること。 

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。 

（広域連合の事務所の位置） 

第６条 広域連合の事務所は、千曲市に置く。 



  

（広域連合の議会の組織） 

第７条 広域連合の議会の議員(以下｢広域連合議員｣という。）の定数は、７人とする。 

(広域連合議員の選挙の方法)   

第８条 広域連合議員は、構成団体の議会において、構成団体の長（知事を除く。次条

において同じ。）及び議会の議員のうちから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める人数を、第１号にあっては長野県議会、第２号及び第４号にあっては各

市議会、第３号及び第５号にあっては各町村議会において選挙する。 

(1) 長野県議会議員 １人 

(2) 市長 １人 

(3) 町村長 １人 

(4) 市議会議員 ２人 

(5) 町村議会議員 ２人 

２ 長野県議会における選挙については、地方自治法第 118 条の例による。 

３ 各市町村議会における選挙については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める者の推薦のあった者を候補者とする。 

(1)  第１項第２号に掲げる者 すべての市長をもって組織する団体又は構成団体

（市に限る。）の長の総数の 10 分の１以上の者 

(2)  第１項第３号に掲げる者 すべての町村長をもって組織する団体又は構成団

体（町村に限る。）の長の総数の 10 分の１以上の者 

(3)  第１項第４号に掲げる者 すべての市議会の議長をもって組織する団体又は

構成団体（市に限る。）の議会の議員の定数の総数の 20 分の１以上の者 

(4)  第１項第５号に掲げる者 すべての町村議会の議長をもって組織する団体又

は構成団体（町村に限る。）の議会の議員の定数の総数の 20 分の１以上の者 

４ 前項の選挙は、市議会における選挙についてはすべての市議会の、町村議会におけ

る選挙についてはすべての町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その

選挙における定数に達するまでの者を当選人とする。 

（広域連合議員の任期） 

第９条 広域連合議員の任期は、当該構成団体の長又は議会の議員の任期による。 

２ 広域連合議員が前項の任期中に、当該構成団体の長又は議会の議員の任期が満了す

ることにより執行される選挙により再選された場合においては、広域連合議員の任期

は継続するものとする。この場合において、広域連合議員の任期は４年を限度とする。 



  

３ 広域連合議員が、当該構成団体の長又は議会の議員の職を失ったときは、その職を

失う。 

４ 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条

の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。 

（広域連合の議会の議長及び副議長） 

第 10 条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長１人を選挙しな

ければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。 

（広域連合の執行機関の組織） 

第 11 条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長１人を置く。 

２ 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。 

（広域連合の執行機関の選任の方法） 

第 12 条 広域連合長は、構成団体の長のうちから、構成団体の長が投票によりこれを

選挙する。 

２ 前項の選挙は、第 15 条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。 

３ 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。 

４ 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、構成団体の長のうち

からこれを選任する。 

（広域連合の執行機関の任期） 

第 13 条 広域連合長及び副広域連合長の任期については、第９条の規定を準用する。 

（補助職員） 

第 14 条 第 11 条に定める者のほか、広域連合に会計管理者その他の職員を置く。 

（選挙管理委員会） 

第 15 条 広域連合に選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員をもってこれを組織する。 

３ 選挙管理委員は、構成団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔

で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会におい

てこれを選挙する。 

４ 選挙管理委員の任期は、４年とする。 



  

（監査委員） 

第 16 条 広域連合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公

共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者（次

項において「識見を有する者」という。）及び広域連合議員のうちから、それぞれ１

人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とし、

広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、

後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 

（広域連合の経費の支弁の方法） 

第 17 条 広域連合の経費は、構成団体の負担金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 前項の負担金の額は、次に掲げる区分により、広域連合の予算において定める。 

(1) 基本負担額 

(2) 処理件数割額 

(3) 徴収実績割額 

（規則への委任） 

第 18 条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成 23 年３月 31 日までの間は、第６条の規定にかかわらず広域連合の事務所は 

長野市に置くものとし、第４条に規定する事務の準備行為を行うものとする。 

３ 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙は、第 12 条第２項の規定にかかわら

ず、長野県知事が指定する場所において行うものとする。 

４ 第 17 条第２項の規定にかかわらず、平成 22 年度における負担金の額は基本負担額

のみにより、平成 23 年度及び平成 24 年度の負担金の額は基本負担額及び処理件数割

額のみにより、それぞれ広域連合の予算において定める。 


